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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端面「ａ」と第２の端面「ｂ」との間に延びる長さＬを有する担体と、
　前記担体上に配置された組成が異なる触媒活性材料領域Ａ、Ｂ、及びＣとを備える触媒
であって、
　材料領域Ａが、白金又はＰｔ：Ｐｄ≧１の重量比を有する白金及びパラジウムを含み、
端面「ａ」から始まって又は端面「ｂ」から始まって、前記長さＬの１００％に沿って延
びており、
　材料領域Ｂが、パラジウム又は白金及びパラジウムを含み、端面「ｂ」から始まって前
記長さＬの一部分に沿って延びており、
　材料領域ＣがＳＣＲ活性材料を含み、端面「ａ」から始まって前記長さＬの一部分に沿
って延び、
　前記材料領域Ｂ及び前記材料領域Ｃは前記材料領域Ａの上方に配置されている、触媒。
【請求項２】
　材料領域Ａが、白金又は２０：１～１：１の重量比を有する白金及びパラジウムを含有
することを特徴とする、請求項１に記載の触媒。
【請求項３】
　材料領域Ｂが、パラジウム又は３：１～１：１２の重量比を有する白金及びパラジウム
を含有することを特徴とする、請求項１又は２に記載の触媒。
【請求項４】
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　材料領域Ａが白金及び遷移金属酸化物を含むことを特徴とする、請求項１～３のいずれ
か１項に記載の触媒。
【請求項５】
　材料領域Ａの重量に対してそれぞれ、白金が０．０５～４．０重量％の量で存在し、前
記遷移金属酸化物が０．５～１５重量％の量で存在することを特徴とする、請求項４に記
載の触媒。
【請求項６】
　前記遷移金属酸化物がＣｕｘＯであり、式中０＜ｘ≦２であることを特徴とする、請求
項４又は５に記載の触媒。
【請求項７】
　前記材料領域Ａの重量に対してそれぞれ、ＣｕｘＯが０．５～５重量％の量で存在し、
白金が０．０５～２．０重量％の量で存在することを特徴とする、請求項６に記載の触媒
。
【請求項８】
　材料領域Ｂがアルカリ土類金属を含有することを特徴とする、請求項１～７のいずれか
１項に記載の触媒。
【請求項９】
　材料領域Ｂ中の前記アルカリ土類金属が、ストロンチウム又はバリウム又はストロンチ
ウム及びバリウムであることを特徴とする、請求項８に記載の触媒。
【請求項１０】
　材料領域Ｃが、ＳＣＲ活性材料として、８個の四面体原子の最大環サイズを有し及び遷
移金属を含有する小孔ゼオライトを含有することを特徴とする、請求項１～９のいずれか
１項に記載の触媒。
【請求項１１】
　前記小孔ゼオライトが、ＡＥＩ、ＣＨＡ、ＫＦＩ、ＥＲＩ、ＬＥＶ、ＭＥＲ、又はＤＤ
Ｒ構造型に属し、及びコバルト、鉄、銅、又はコバルト、鉄、銅のうちの２つ若しくは３
つの混合物と交換されることを特徴とする、請求項１０に記載の触媒。
【請求項１２】
　材料領域Ｃが、ＳＣＲ活性材料として、構造型ＢＥＡを有し及び遷移金属を含有するゼ
オライトを含有することを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の触媒。
【請求項１３】
　材料領域Ｂが前記担体の前記長さＬの３０～５０％に沿って延びていることを特徴とす
る、請求項１～１２のいずれか１項に記載の触媒。
【請求項１４】
　材料領域Ｃが前記担体の前記長さＬの５０～７０％に沿って延びていることを特徴とす
る、請求項１～１３のいずれか１項に記載の触媒。
【請求項１５】
　順に、アンモニア又はアンモニア前駆体を供給するための第１のデバイスと、第１のＳ
ＣＲ触媒と、請求項１～１４のいずれか１項に記載の触媒であって、その端面「ａ」が前
記第１のＳＣＲ触媒の方向を向くように配置されている触媒と、を備える、触媒装置。
【請求項１６】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の前記触媒の端面「ｂ」の方向を向くように配置
されたディーゼル微粒子フィルタを備えることを特徴とする、請求項１５に記載の触媒装
置。
【請求項１７】
　前記ディーゼル微粒子フィルタに続く第２のＳＣＲ触媒を備えることを特徴とする、請
求項１６に記載の触媒装置。
【請求項１８】
　前記第２のＳＣＲ触媒の上流において、アンモニア又はアンモニア前駆体を供給するた
めの第２のデバイスを備えることを特徴とする、請求項１７に記載の触媒装置。
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【請求項１９】
　前記第２のＳＣＲ触媒に続くアンモニアスリップ触媒を備えることを特徴とする、請求
項１７又は１８に記載の触媒装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディーゼルエンジンの排気ガスを浄化するための触媒に関し、該触媒はいく
つかの材料領域を有する。
【背景技術】
【０００２】
　一酸化炭素ＣＯ、炭化水素ＨＣ、及び窒素酸化物ＮＯｘに加えて、ディーゼルエンジン
の生の排気ガスは、最大１５体積％の比較的高い酸素含有量を含有する。主に煤煙残留物
及びおそらく有機凝集物からなり、エンジンのシリンダー内での部分的に不完全な燃料燃
焼から生じる粒子排出物も含有される。
【０００３】
　触媒活性コーティングを有する又は有さないディーゼル微粒子フィルタは、粒子の放出
を除去するのに適しているが、窒素酸化物は、アンモニアによって、酸素の存在下でＳＣ
Ｒ触媒上で窒素及び水に変換され得る。還元剤として使用されるアンモニアは、例えば尿
素、カルバミン酸アンモニウム、又はギ酸アンモニウムなどのアンモニア前駆体化合物を
排ガス流中に供給し、続いて熱分解及び加水分解することによって利用可能にすることが
できる。ＳＣＲ触媒は文献に広く記載されている。それらは一般に、特にバナジウム、チ
タン及びタングステンを含有するいわゆる混合酸化物触媒、又は金属交換ゼオライト、特
に細孔ゼオライトを含むいわゆるゼオライト触媒、のいずれかである。ＳＣＲ触媒活性材
料は、フロースルー基材上又はウォールフローフィルタ上に担持されてもよい。
【０００４】
　一酸化炭素及び炭化水素は、適切な酸化触媒上での酸化によって無害にされる。酸化触
媒も、文献に広く記載されている。それらは、例えば、酸化アルミニウムなどの大面積の
多孔質高融点酸化物上に必須の触媒活性成分として白金及びパラジウムなどの貴金属を担
持するフロースルー基材である。
　排気ガスの流れ方向において、排気ガスが順々に接触する異なる組成の材料領域を有す
る領域化酸化触媒も既に記載されている。
【０００５】
　例えば、米国特許出願公開第２０１０／２５７８４３号、米国特許出願公開第２０１１
／０９９９７５号、及び国際公開第２０１２／０７９５９８（Ａ１）号は、白金及びパラ
ジウムを含有する領域化酸化触媒を記載している。国際公開第２０１１／０５７６４９（
Ａ１）号にも酸化触媒が記載されており、これらは層状及び領域化された実施形態で使用
することができる。領域化された実施形態の場合、第２の領域、すなわち下降する排気ガ
スが直接接触する領域は、流入する排気ガスと直接接触する前方領域よりも高い貴金属含
有量を有する。国際公開第２０１１／０５７６４９（Ａ１）号による酸化触媒は、特に、
下流に位置するＳＣＲ触媒に対して、ＮＯ対ＮＯ２の最適な比率を設定するという目標を
有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ほとんどの場合、排気ガスの流れ方向において、酸化触媒がエンジンの近くに配置され
、次いで微粒子フィルタ及びＳＣＲ触媒が続くように、様々な触媒が排気ガス浄化システ
ム内で組み合わされており、ここでＳＣＲ触媒も、微粒子フィルタ上に担持されて存在し
てもよい。現在及び将来の排出ガス規制Ｅｕｒｏ６及び６＋のディーゼルエンジンの排気
ガス温度は、ＣＯ２排出量の削減につながる燃料節約の結果としてますます低くなってい
る。したがって、いくつかの場合には、排気ガスに含まれる窒素酸化物の少なくとも一部
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分を、エンジンに近接して配置されたＳＣＲ触媒によって変換し、その後、排気ガスを、
酸化触媒、微粒子フィルタ、及び適用可能な場合には別のＳＣＲ触媒を通して最初に案内
することが、提案されている。
【０００７】
　この触媒装置では、特に、一酸化二窒素をほとんど生成せず、それにもかかわらず次の
ＳＣＲ触媒に十分な二酸化窒素をもたらす入手可能なディーゼル酸化触媒を有することが
重要である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　現在では、以下に記載及び定義するディーゼル酸化触媒がこれらの条件を満たすことが
判明している。
【０００９】
　本発明は、第１の端面「ａ」と第２の端面「ｂ」との間に延びる長さＬを有する担体と
、担体上に配置された触媒活性材料領域Ａ、Ｂ、及びＣと、を備える触媒であって、材料
領域Ａが、白金又はＰｔ：Ｐｄ≧１の重量比を有する白金及びパラジウムを含み、端面「
ａ」から始まって又は端面「ｂ」から始まって、長さＬの７０～１００％に沿って延びて
おり、材料領域Ｂが、パラジウム又は白金及びパラジウムを含み、端面「ｂ」から始まっ
て長さＬの一部分に沿って延びており、材料領域ＣがＳＣＲ活性材料を含み、端面「ａ」
から始まって長さＬの一部分に沿って延び、材料領域Ｃは材料領域Ａの上方に配置されて
いる、触媒に関する。
【００１０】
　本発明に係る触媒の実施形態では、白金又は白金及びパラジウムが、１つ以上の担体酸
化物上の材料領域Ａ及びＢに適用される。これらの担体酸化物は、有利には高融点であり
、すなわち、それらの融点は、本発明に係る触媒の特定の通常の運転中に生じる温度より
も十分に高い。更に、担体酸化物は、有利に大きな表面積を有し、好ましくは５０～２０
０ｍ２／ｇのＢＥＴ表面積を有する（ＤＩＮ　６６１３２に従って決定される）。
【００１１】
　材料領域Ａ及びＢにおける担体酸化物は同じでも異なっていてもよい。
【００１２】
　適切な担体酸化物は、酸化アルミニウム、ドープ酸化アルミニウム、酸化ケイ素、酸化
チタン、酸化セリウム、酸化ジルコニウム、及びそれらの１つ以上の混合酸化物からなる
群から選択される。
　ドープ酸化アルミニウムは、例えば、酸化ケイ素、酸化ジルコニウム、及び／又は酸化
チタンをドープした酸化アルミニウムである。ランタン安定化酸化アルミニウムが有利に
使用され、ここでランタンは、安定化酸化アルミニウムの重量に対して、それぞれＬａ２

Ｏ３として計算して１～１０重量％、好ましくは３～６重量％の量で使用される。
【００１３】
　材料領域Ａが白金及びパラジウムを含有する場合、重量比Ｐｔ：Ｐｄは≧１、すなわち
具体的には２０：１～１：１である。例は、２０：１、１２：１、１０：１、７：１、６
：１、４：１、３：１、２：１、１．５：１、及び１：１である。
【００１４】
　材料領域Ｂが白金及びパラジウムを含有する場合、重量比Ｐｔ：Ｐｄは、≦３、すなわ
ち具体的には３：１～１：１２であることが好ましい。例は２：１、１：１、１：２、及
び１：４である。
【００１５】
　本発明に係る触媒の実施形態では、材料領域Ａは白金及び遷移金属酸化物を含み、それ
ぞれ、材料領域Ａの重量に対して、白金は具体的には０．０５～４．０重量％の量で存在
し、遷移金属酸化物は０．５～１５重量％の量で存在する。
【００１６】
　好ましい一実施形態では、遷移金属酸化物はＣｕｘＯであり、０＜×≦２である。
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【００１７】
　遷移金属酸化物がＣｕｘＯである場合、それぞれ材料領域Ａの重量に対して、遷移金属
酸化物は、具体的には０．５～５重量％の量で存在し、白金は０．０５～２重量％の量で
存在する。
【００１８】
　本発明に係る触媒の実施形態において、材料領域Ｂはアルカリ土類金属を含む。アルカ
リ土類金属としては、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、又はこれ
らの金属の少なくとも２つの混合物を使用することができる。好ましく使用されるのはス
トロンチウム又はバリウム又はストロンチウム及びバリウムである。
　アルカリ土類金属又はアルカリ土類金属は一般にそれらの酸化物、水酸化物又は炭酸塩
の形で存在する。それらは好ましくはそれらの酸化物の形で存在する。
　アルカリ土類金属は有利には材料帯域Ｂの重量に対して０．５～５重量％の量で使用さ
れ、ＭｅＯとして計算され、ここでＭｅはアルカリ土類金属を表す。
　ストロンチウムが使用される場合、それは材料帯域Ｂの重量に対して１～３重量％の量
で存在するのが特に好ましい。
　しかしながら、バリウムを使用する場合、材料領域Ａの重量に対し２．５～４．５重量
％の量で存在することが特に好ましい。
【００１９】
　本発明に係る酸化触媒の実施形態では、材料領域Ａ及びＢは、互いに独立して、担体の
体積に対して２５～１５０ｇ／Ｌの量で存在する。
【００２０】
　材料領域Ｃは、ＳＣＲ活性材料、すなわちＳＣＲ触媒を含有する。
　ＳＣＲ触媒として、窒素酸化物とアンモニアとのＳＣＲ反応における全ての活性触媒－
特に自動車の排気ガス触媒の分野における当業者に一般的に知られているもの－を原則と
して使用することができる。これには、混合酸化物型の触媒、及びゼオライトに基づく－
特に遷移金属交換ゼオライトに基づく－触媒が含まれる。
　本発明の実施形態では、８個の四面体原子の最大環サイズを有する小孔ゼオライト及び
遷移金属を含有するＳＣＲ触媒が使用される。そのようなＳＣＲ触媒は、例えば、欧州特
許出願公開第２１１７７０７（Ａ１）号及び国際公開第２００８／１３２４５２（Ａ２）
号に記載されている。
【００２１】
　更に、大孔及び中孔のゼオライトも使用することができ、その際、特にＢＥＡ構造型の
ものも考慮され得る。したがって、鉄ＢＥＡは特定の関心のものである。
【００２２】
　特に好ましいゼオライトは、ＢＥＡ、ＡＥＩ、ＣＨＡ、ＫＦＩ、ＥＲＩ、ＬＥＶ、ＭＥ
Ｒ、又はＤＤＲ構造タイプに属し、特に好ましくはコバルト、鉄、銅、又はこれらの金属
の２つ若しくは３つの混合物と交換される。
【００２３】
　本発明の文脈内での用語「ゼオライト」は、モレキュラーシーブも含み、これは時に「
ゼオライト様」化合物とも呼ばれる。モレキュラーシーブが前述の構造タイプのうちの１
つに属する場合、それらは好ましい。例としては、用語ＳＡＰＯで知られているシリカア
ルミニウムホスフェートゼオライト、及び用語ＡｌＰＯで知られているリン酸アルミニウ
ムゼオライトが挙げられる。これらも、コバルト、鉄、銅、又はこれらの金属の２つ若し
くは３つの混合物と交換されるときに特に好ましい。
【００２４】
　好ましいゼオライト又はモレキュラーシーブも、２～１００、具体的には５～５０のＳ
ＡＲ（シリカ対アルミナ）値を有するものである。
【００２５】
　ゼオライト又はモレキュラーシーブは、遷移金属を、特に金属酸化物として、すなわち
例えばＦｅ２Ｏ３又はＣｕＯとして計算して１～１０重量％、特に２～５重量％の量で含
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有する。
【００２６】
　本発明の好ましい実施形態は、ＳＣＲ触媒として、銅、鉄、又は銅及び鉄と交換された
ベータ型（ＢＥＡ）、チャバザイト型（ＣＨＡ）、又はＬｅｖｙｎｅ型（ＬＥＶ）のゼオ
ライト又はモレキュラーシーブを含有する。適切なゼオライト又はモレキュラーシーブは
、例えば、ＺＳＭ－５、ベータ、ＳＳＺ－１３、ＳＳＺ－６２、Ｎｕ－３、ＺＫ－２０、
ＬＺ－１３２、ＳＡＰＯ－３４、ＳＡＰＯ－３５、ＡｌＰＯ－３４、及びＡｌＰＯ－３５
の名称で知られており、例えば、米国特許第６，７０９，６４４号及び米国特許第８，６
１７，４７４号も参照。
【００２７】
　本発明によれば、担体の端面「ａ」から始まるか、又は端面「ｂ」から始まる材料領域
Ａは、担体の長さＬの７０～１００％に沿って延びる。本発明に係る触媒の実施形態では
、材料領域Ａは、担体の長さＬの８０～１００％－具体的には１００％－に沿って延びる
。
　一実施形態では、材料領域Ａは、担体の端面「ａ」から始まり、別の実施形態では、端
面「ｂ」から始まる。
　本発明に係る触媒の他の実施形態では、材料領域Ｂは担体の長さＬの５０％～７０％に
沿って延びる。
【００２８】
　本発明に係る触媒の他の実施形態では、材料領域Ｃは担体の長さＬの３０％～５０％に
沿って延びる。
【００２９】
　好ましい実施形態では、材料領域Ａは、担体の長さＬの１００％を超えて延びており、
担体上に直接配置されている。この場合、材料領域Ｂ及びＣは材料領域Ａ上に配置され、
材料領域Ｂ及びＣの長さの合計は担体の長さＬに対応する。したがって、Ｌ＝ＬＢ＋ＬＣ

が適用され、式中ＬＢは材料領域Ｂの長さであり、ＬＣは材料領域Ｃの長さである。
【００３０】
　本発明に係る触媒は、コーティング懸濁物、又はいわゆるウォッシュコートによって、
それ自体既知である方法で、適切な担体をコーティングすることにより製造することがで
きる。材料領域Ａ又はＢを製造するためのコーティング懸濁液を製造するために、選択さ
れた担体酸化物を、例えば、水中に懸濁する。次いで、例えば、白金及び／又はパラジウ
ムを、硝酸パラジウム又はヘキサヒドロキシ白金酸などの適切な水溶性前駆対化合物の形
態で撹拌しながら懸濁物に添加し、適宜、ｐＨを設定することにより、及び／又は補助試
薬を添加することにより、担持材料上に固定する。
　あるいは、貴金属も、欧州特許出願公開第１１０１５２８（Ａ２）号に記載されている
方法と同様にして担体材料に適用することもできる。
　コーティング懸濁液の製造と同様に、材料領域Ｃを製造するために、適切なＳＣＲ触媒
を－場合によっては結合剤の添加と共に－水中に懸濁させる。
　このような方法で得られた懸濁物を、次に標準的なコーティング方法の１つにより担体
にこすりつけて適用する。各コーティングステップの後に、コーティング部を熱気流中で
乾燥し、適宜焼成する。
　前述の前駆体化合物、補助試薬、及び結合剤は、当業者に公知である。
【００３１】
　具体的には、セラミック－具体的にはコーディエライト－又は金属製のいわゆるハニカ
ム体が担体として考慮される。いわゆるフロースルーハニカム体（ｆｌｏｗ－ｔｈｒｏｕ
ｇｈ　ｈｏｎｅｙｃｏｍｂ　ｂｏｄｉｅｓ）が好ましく使用される。しかし、ウォールフ
ローフィルタを担体として使用する実施形態も考えられる。
【００３２】
　本発明に係る触媒は、ディーゼルエンジンの排気ガスを浄化するのに適している。それ
らは、具体的には、一酸化炭素及び炭化水素を二酸化炭素及び水に酸化することができる
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。更に、それらは窒素酸化物によってＳＣＲ反応においてアンモニアを酸化することがで
き、適宜アンモニアを一時的に貯蔵することができる。同時に、下降流側の領域は一酸化
窒素を二酸化窒素に酸化することができる。
【００３３】
　それらは排気ガス浄化システムに組み込まれるのが好ましく、それによってエンジンの
近くに配置されたＳＣＲ触媒を通過した排気ガスが端面「ａ」で触媒に入り、端面「ｂ」
で再びそれを出る。
　したがって、本発明は、また、順に、アンモニア又はアンモニア前駆体を供給するため
の第１のデバイス、第１のＳＣＲ触媒、及び本発明に係る触媒を含む触媒装置に関し、こ
こで本発明に係る触媒は、その端面「ａ」が第１のＳＣＲ触媒の方向を向くように配置さ
れている。
【００３４】
　アンモニア又はアンモニア前駆体を供給するためのデバイスは、特に、尿素水溶液を供
給するためのデバイスである。そのようなデバイスは当業者に公知であり、市場で入手す
ることができる。
【００３５】
　ＳＣＲ活性材料でコーティングされたフロースルー基材は、具体的には第１のＳＣＲ触
媒として考慮される。上記の材料領域Ｃの全てのＳＣＲ触媒に加えて、特に混合酸化物触
媒、特にＶＷＴ触媒もＳＣＲ活性材料として考慮される。ＶＷＴ触媒は、Ｖ２Ｏ５、ＷＯ

３、及びＴｉＯ２に基づく触媒である。
【００３６】
　第１のＳＣＲ触媒は、好ましくはＶＷＴ触媒、又は銅、鉄、又は銅及び鉄で交換された
ベータ型（ＢＥＡ）、チャバザイト型（ＣＨＡ）、又はＬｅｖｙｎｅ型（ＬＥＶ）のゼオ
ライト又はモレキュラーシーブを含む。
【００３７】
　一実施形態では、本発明に係る触媒装置は、本発明に係る触媒の端面「ｂ」の方向を向
くように配置されたディーゼル微粒子フィルタを含む。ディーゼル微粒子フィルタは、具
体的にはウォールフローフィルタである。
　フロースルー基材とは対照的に、両端で開口しているチャネルは、フロースルー基材の
２つの端部の間で平行に延び、ウォールフローフィルタ内のチャネルは、第１の端部又は
第２の端部のいずれかで交互に気密に閉じられる。したがって、一方の端部のチャネル内
に入るガスは、チャネル壁を通って他方の端部上で開いているチャネル内に入るときにの
みウォールフローフィルタを出ることができる。チャネル壁は概ね多孔質であり、コーテ
ィングされていない状態では、例えば、３０～８０％－具体的には５０～７５％の多孔率
を有する。コーティングされていない状態におけるそれらの平均孔径は、例えば５～３０
ミクロンである。
　一般に、ウォールフローフィルタの孔はいわゆる開放孔であり、すなわちそれらはチャ
ネルと接続している。更に、孔は概して互いに接続している。一方では、これにより、内
側孔表面の容易なコーティングが可能になり、他方では、ウォールフローフィルタの多孔
質壁を通る排気ガスの容易な通過が可能になる。
【００３８】
　ディーゼル微粒子フィルタはコーティングされていなくてもよい。しかしながら、それ
は、煤の着火点を低下させ、したがって、フィルタ処理された煤粒子の燃焼を促進する触
媒活性コーティングを含むことが好ましい。そのようなコーティングは、例えば、酸化ア
ルミニウム、具体的には白金及び／又はパラジウムなどの酸化アルミニウム上に担持され
た白金族金属を含む。ＳＣＲ触媒でコーティングされた微粒子フィルタも考えられる。こ
の場合、尿素の水溶液に供給するためのデバイスが、ディーゼル微粒子フィルタの上流に
設けられる。
【００３９】
　更なる実施形態では、本発明に係る触媒装置は、ディーゼル粒子フィルタに続く第２の
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ＳＣＲ触媒を含む。
　ＳＣＲ触媒活性材料でコーティングされたフロースルー基板を、第２のＳＣＲ触媒とし
て使用することもできる。上記の材料領域Ｃの全てのＳＣＲ触媒は、具体的には、ＳＣＲ
触媒活性材料として考慮される。
　ＳＣＲ触媒は、好ましくは、ベータ型（ＢＥＡ）、チャバザイト型（ＣＨＡ）、又は銅
、鉄、若しくは銅及び鉄と交換されたＬｅｖｙｎｅ型（ＬＥＶ）を含むことが好ましい。
　アンモニア又はアンモニア前駆体に供給するためのデバイス－具体的には尿素の水溶液
に供給するためのデバイス－も、第２のＳＣＲ触媒の上流に配置されなければならない。
【００４０】
　したがって、本発明に係る触媒装置の一実施形態は、順に、アンモニア又はアンモニア
前駆体に供給するための第１のデバイス、第１のＳＣＲ触媒、本発明に係る触媒、ディー
ゼル微粒子フィルタ、アンモニア又はアンモニア前駆体に供給するための第２のデバイス
、及び第２のＳＣＲ触媒を備える。本発明による触媒装置の別の実施形態は、順に、アン
モニア又はアンモニア前駆体に供給するための第１のデバイス、第１のＳＣＲ触媒、本発
明に係る触媒、ディーゼル微粒子フィルタ、アンモニア又はアンモニア前駆体に供給する
ための第２のデバイス、ＳＣＲ触媒でコーティングされたディーゼル微粒子フィルタ及び
第２のＳＣＲ触媒を備える。
【００４１】
　第２のＳＣＲ触媒における窒素酸化物の変換率を改善するために、必要量よりも約１０
～２０％高い量、すなわち化学量論量でアンモニアを供給することが必要であり得る。し
かしながら、これは、より高い二次放出の危険性を増加させる－具体的にはアンモニアス
リップの増加の結果として。アンモニアは低濃度で刺激臭を既に有し、実用車分野では法
的に制限されているので、アンモニアスリップを最小限に抑えなければならない。この目
的のために、通過するアンモニアを酸化するためにＳＣＲ触媒の下流で排気ガスの流れ方
向に配置された、いわゆるアンモニアスリップ触媒が知られている。様々な実施形態にお
けるアンモニアスリップ触媒は、例えば、米国特許９第５，１２０，６９５号、欧州特許
出願公開第１３９２４６（Ａ１）号、及び欧州特許出願公開第０５５９０２１（Ａ２）号
に記載されている。
【００４２】
　更なる実施形態では、本発明に係る触媒装置は、したがって、第２のＳＣＲ触媒に続く
アンモニアスリップ触媒を含む。
【００４３】
　例えば、アンモニアスリップ触媒は、ＳＣＲ活性材料及び１つ以上の白金族金属、具体
的には白金又は白金及びパラジウムを含む。上記の材料領域Ｃの全てのＳＣＲ触媒は、具
体的には、ＳＣＲ触媒活性材料として考慮される。
【００４４】
　したがって、本発明に係る触媒装置の一実施形態は、順に、アンモニア又はアンモニア
前駆体を供給するための第１のデバイス、第１のＳＣＲ触媒、本発明に係る触媒、ディー
ゼル微粒子フィルタ、アンモニア又はアンモニア前駆体を供給するための第２のデバイス
、第２のＳＣＲ触媒、及びアンモニアスリップ触媒、を備える。
【００４５】
　本発明に係る触媒装置の別の実施形態は、順に、アンモニア又はアンモニア前駆体を供
給するための第１のデバイス、第１のＳＣＲ触媒、本発明に係る触媒、アンモニア又はア
ンモニア前駆体を供給するための第２のデバイス、ＳＣＲ触媒をコーティングしたディー
ゼル微粒子フィルタ、第２のＳＣＲ触媒、及びアンモニアスリップ触媒、を備える。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】図１は、本発明に係る触媒装置の一例を概略的に示す図である。
【図２】図２は、本発明に係る触媒装置の別の例を概略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
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　図１は、本発明に係る触媒装置の一例を概略的に示す。エンジン（１）を出る排気ガス
は、まずエンジンの近くに配置された第１のＳＣＲ触媒（３）を通って案内される。第１
のＳＣＲ触媒（３）の上流で、排気ガス流中でアンモニアに加水分解された尿素水溶液が
、第１の投入装置（２ａ）を介して供給される。次いで、第１のＳＣＲ触媒を出る排ガス
は、本発明に係る触媒（４）を通過し、微粒子フィルタ（５）を通過し、最後に更に下流
に配置された第２のＳＣＲ触媒（６）を通過する。第２のＳＣＲ触媒（６）の上流で、排
気ガス流中でアンモニアに加水分解された尿素水溶液も、第２の投入装置（２ａ）を介し
て供給される。最後に、排気ガスは、大気中に放出される前に、アンモニアスリップ触媒
（７）を通って案内される。矢印は、排気ガスの流れ方向を示す。
【００４８】
　図２は、本発明に係る触媒装置の別の例を概略的に示す。エンジン（１）を出る排気ガ
スは、まずエンジンの近くに配置された第１のＳＣＲ触媒（３）を通って案内される。第
１のＳＣＲ触媒（３）の上流で、排気ガス流中でアンモニアに加水分解された尿素水溶液
が、第１の投入装置（２ａ）を介して供給される。次いで、第１のＳＣＲ触媒を出る排ガ
スは、本発明に係る触媒（４）、ＳＣＲ触媒でコーティングされた微粒子フィルタ（５ａ
）、及び最後に更に下流に配置された第２のＳＣＲ触媒（６）を通って流れる。この場合
、微粒子フィルタ（５ａ）の上流で、排気ガス流中でアンモニアに加水分解された尿素水
溶液が第２の供給装置（２ａ）を介して供給される。最後に、排気ガスは、大気中に放出
される前に、アンモニアスリップ触媒（７）を通って案内される。矢印は、排気ガスの流
れ方向を示す。
【００４９】
　実施例１
　ａ）１０．５”×６．００”の寸法、４００ｃｐｓｉのセル密度、４ｍｉｌの壁厚さの
コーディエライト製の市販の円形のフロースルー基材を、一端部（端面「ａ」に対応する
）から開始して、その長さの１００％にわたって、市販の０．６７ｇ／ＬのＰｔ、及び０
．１１ｇ／ＬのＰｄの７５ｇ／Ｌを含有するウォッシュコートを用いて、コーティングし
た。重量比Ｐｔ：Ｐｄは６：１であった。
　ｂ）ａ）によって得られたコーティングされた基材を、その全長の５０％にわたって、
端面「ｂ」から開始して、５０ｇ／ＬのＳｉドープ酸化アルミニウム、０．１５ｇ／Ｌの
通常の水溶性Ｐｔ化合物、及び０．３０ｇ／Ｌの通常のＰｄ化合物を含有するウォッシュ
コートを用いて、コーティングした。重量比Ｐｔ：Ｐｄは１：２であった。
　ｃ）ｂ）によって得られたコーティングされた基材を、その全長の５０％にわたって、
端面「ａ」から開始して、銅と交換された２００ｇ／Ｌのゼオライトを含有するウォッシ
ュコートを用いて、コーティングした。
【００５０】
　実施例２
　ａ）１０．５”×６．００”の寸法、４００ｃｐｓｉのセル密度、４ｍｉｌの壁厚さの
コーディエライト製の市販の円形のフロースルー基材を、一端部（端面「ａ」に対応する
）から開始して、その長さの１００％にわたって、市販の酸化アルミニウム、０．３９ｇ
／ＬのＰｔ、及び０．１０ｇ／ＬのＰｄの５０ｇ／Ｌを含有するウォッシュコートを用い
て、コーティングした。重量比Ｐｔ：Ｐｄは４：１であった。
　ｂ）ａ）によって得られたコーティングされた基材を、その全長の５０％にわたって、
端面「ｂ」から出発して、７０ｇ／ＬのＳｉドープ酸化アルミニウム、０．３７ｇ／Ｌの
通常の水溶性Ｐｔ化合物、及び０．３７ｇ／Ｌの通常の水溶性Ｐｄ化合物を用いて、コー
ティングした。重量比Ｐｔ：Ｐｄは１：１であった。
　ｃ）ｂ）によって得られたコーティングされた基材を、その全長の５０％にわたって、
端面「ａ」から開始して、１６０ｇ／Ｌの鉄と交換されたゼオライトを含有するウォッシ
ュコートを用いて、コーティングした。
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